
社会保険って・・・ 

一 般 的 に“社 会 保 険 ”というと、医 療 保 険 と 年 金 保 険 の二 つを指 して いる場 合 と、社 会 保 険 制 度 すべて

のことを意 味 している場 合 と、両 方 に使 われることがあります。通 例 として は医 療 保 険 と 年 金 保 険 の二 つを

意 味 して いる場 合 が 多 いようです。今 回 はその 制 度 について調 べてみました。  

社 会 保 険 制 度 の種 類 と管 轄  

  

社 会 保 険  

医 療 保 険  

健 康 保 険 （職 域 保 険 ） 

組 合 健 康 保 険  各 健 康 保 険 組 合  

全 国 健 康 保 険 協 会 管 掌 健 康 保 険  …社 会 保 険 庁  

船 員 保 険  …社 会 保 険 庁  

共 済 組 合  …各 共 済 組 合  

国 民 健 康 保 険  

国 民 健 康 保 険  

…各 市 区 町 村  退 職 者 医 療 制 度  

前 期 高 齢 者 医 療 制 度  

後 期 高 齢 者 医 療 制 度  …各 都 道 府 県  

年 金 保 険  
厚 生 年 金 保 険  

…社 会 保 険 庁  
国 民 年 金  

介 護 保 険  …各 市 区 町 村  

労 働 保 険  
労 働 者 災 害 補 償 保 険  …労 働 基 準 局  

雇 用 保 険  …職 業 安 定 局  
 

社 会 保 険 と 民 間 の 保 険 と の違 い は？                                                            

医 療 保 険 を例 にし ま すと、主 に大 企 業 にお 勤 め の 方 は 各 企 業 の健 康 保 険 組 合 、主 に 中 小 企 業 にお 勤 め の方

は全 国 健 康 保 険 協 会 の 健 康 保 険 （ 協 会 け んぽ）、公 務 員 は 各 共 済 組 合 、それ 以 外 の 方 は 市 町 村 等 が 鑑 賞 す

る国 民 健 康 保 険 、とい うよ うに、必 ず何 ら かの医 療 保 険 制 度 （ 社 会 保 険 ）に 加 入 し なけれ ばなりま せん。それ に

対 し 、民 間 の生 命 保 険 会 社 などの 医 療 保 険 は、加 入 する・し ない は個 人 の自 由 です。  

 つま り、社 会 保 険 に はだ れ も が 加 入 し 、社 会 保 険 ではカバ ーし き れ ない 部 分 は、個 人 の 判 断 によ って民 間 の保

険 でま かなうとい う形 に なりま す。   

健 康 保 険 料 率  

協 会 けんぽの健 康 保 険 は 、お 給 料 を 基 に 標 準 報 酬 月 額 とい うも のを算 出 し その額 の 1000 分 の 82 （２００９

年 ９ 月 か ら は 都 道 府 県 ご と に 変 わ り ま す ） を 会 社 と 本 人 と で 折 半 す る こ と に と な っ て い ま す 。 少 々 大 雑 把 で す が

月 額 30 万 円 のお 給 料 を も ら ってい る方 なら 本 人 負 担 が 12,30 0 円 程 度 とい うこ とになりま す。（40 歳 以 上 の

方 はこ れ に介 護 保 険 料 が 上 乗 せされ るので 14,08 5 円 になりま す。）  

組 合 健 康 保 険 は、 各 組 合 ごとに保 険 料 率 は 異 なり、1000 分 の 3 0～１０ ０ ま での範 囲 内 で決 定 され ま す。（ちな

み に某 大 手 自 動 車 健 康 保 険 組 合 は 1 00 0 分 の ６２だそうです。）所 属 する 健 康 保 険 組 合 によ っては 協 会 けんぽ

の 健 康 保 険 よ り も 高 い 保 険 料 を 徴 収 さ れ る と こ ろ も あ り ま すし 、 逆 に 保 険 料 が 安 い 健 康 保 険 組 合 も 存 在 し ま す 。   

今 回 は 紙 面 の関 係 上 こ こ ま でとし 、他 の制 度 につい てはま た次 の機 会 にご 案 内 し よ うと思 い ま す。  


